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設立趣旨 

 

平成９年の河川法改正に伴い、河川管理者は、長期的な河川整備

の基本となるべき方針を示す「河川整備基本方針」を定めることとなり、

山国川水系においては、平成１８年９月１日に「山国川水系河川整備基

本方針」が策定されました。 

  また、基本方針に沿って今後概ね２０～３０年間の具体的な河川整備

の目標や内容を示す「河川整備計画」を定めることとなりました。 

  河川整備計画（案）の策定にあたり、河川法第１６条の２第３項に規定 

する趣旨にもとづき、河川整備計画の原案について学識経験者等からご

意見を聴く場として「山国川学識者懇談会」を設置するものです。 

 
 
 

 

（参考） 

河川法第１６条の２第３項 

河川管理者は、河川整備計画の案を作成しようとする場合において必要があ 

ると認めるときは、河川に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければな 

らない。 

  

 


